
聖籠町消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成３０年２月１日  

                   聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町規則第１号  

   聖籠町消防団規則の一部を改正する規則  

 聖籠町消防団規則（昭和４１年聖籠町規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 別表第１中「、蓮潟新田」を削り、「網代浜」の前に「蓮潟新田、」を

加える。  

   附 則  

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 


